
奈
良
県
営
水
道
企
業
管
理
規
程
第
三
号

各

課

水
道
局

各
出
先
機
関

県
営
水
道
の
業
務
に
従
事
す
る
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
四
月
奈
良
県
営

水
道
企
業
管
理
規
程
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
三
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

第
十
条
の
二
第
二
項
中
「
第
十
五
条
第
五
項
」
を
「
第
十
五
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第

三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
中
「
第
十
五
条
第
四
項
」
を
「
第
十
五
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条

第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

条
例
第
十
五
条
第
三
項
の
管
理
者
が
定
め
る
手
続
は
、
知
事
部
局
職
員
の
例
に
よ
る
。


		2009-07-03T08:48:40+0900
	naraken.




